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【 臨 時 庁 議 記 録 】 

 

１ 日 時  令和元年６月27日（木）午後１時～午後１時６分 

２ 場 所  市長公室 

３ 出席者  市長         副市長      参与(兼)児童青少年部長 

  企画財政部長  総務部長     市民生活部長 福祉保健部長  

環境部長   都市建設部長  議会事務局長  教育部長 

幹 事  政策室長 

４ 欠席者  教育長 

５ 会議結果  

 

市 長   これより臨時庁議を開催します。報告事項１「台風の接近について」を報

告してください。 

部 長   現在、四国地方に大雨をもたらしている熱帯低気圧について、今後台風に

なる見込みがあります。６月 27 日午前９時時点で、奄美大島の東約 70km の

地点にあり、45km/h の速さで北北東に進んでいます。中心気圧は 1,002hPa、

最大風速 15ｍ/s、最大瞬間風速 23ｍ/s で、６月 28 日午前９時には銚子市

の北東約 30km に達することが想定され、東日本では６月 27 日の昼頃から６

月 28 日の昼頃にかけて雷を伴った激しい雨が降る予報です。 

      各部においては気象情報に留意の上、狛江市風水害に関する事前行動計画

（タイムライン）に沿って態勢の検討をお願いします。 

      なお、総務部では、管理職はいつでも連絡が取れるよう自宅待機とし、安

心安全課職員は警報が発令され次第市役所に参集する予定です。 

      現在工事中である（仮称）狛江市子育て・教育支援複合施設や猪方小川塚

古墳については、対策を講じるよう指示しました。 

市 長   各公共施設の所管部署においては、対応を講じるようお願いします。また、

６月 27 日午後４時 30 分からの臨時庁議で、改めて最新の情報共有を行いた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

部 長   教育部では、４月 24 日付けで各小・中学校長に発出した事務連絡「台風

接近等による児童・生徒の安全確保及び施設の点検について」において、児

童・生徒の登校については、気象庁から特別警報又は警報が発令されている

場合には原則自宅待機とし、登校時刻等の決定は学校判断としていることか

ら、この判断を６月 27 日午後６時 30 分の時点で決定し、保護者にお知らせ

します。 

      また、６月 28 日に和泉小学校６年生が鎌倉方面へ、狛江第四中学校１年

生が藤沢方面へ校外学習に行く予定ですが、状況に応じて判断します。 
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      多摩川緑地公園グランドについては、ネットを倒す等対応をしています。

猪方小川塚古墳についても、対応を指示しています。 

部 長   都市建設部では、以前浸水等があった場所の排水溝の確認とともに、工事

現場の安全確認も行います。 

部 長   環境部でも、施工中の工事現場の安全確認を行います。また、多摩川の水

量を適宜確認し、万が一に備えて連絡体制を整えます。ドッグランについて

は、６月 28 日は閉園とします。 

市 長   報告を了承とします。他にないようなので、以上で本日の臨時庁議を終了

します。 


